
改善箇所説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：  内は仕様どおりに製造されていない部品を示す 

       

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

識別： 改善済車両には車台番号打刻の 9桁目の下に黄色ペイントを塗布する。 

 

全車両、前後左右ホイールのセンターロック機構を点検し、点検結果に応じセンターロック機構を良品

と交換する。 

改善措置の内容 

ホイールを車軸に固定するセンターロック機構において、製造が不適切なため、仕様どおりになっ

ていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、センターロックが破損し、最

悪の場合、ホイールが脱輪するおそれがある。 

センターロック機構 

 

基準不適合箇所 


